
 

   伊 丹 市 高 等 職 業 訓 練 促 進 給 付 金 等 事 業 実 施 要 綱 （ 平 成 ３  

０ 年 ４ 月 制 定 ）                   

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 母 子 家 庭 の 母 又 は 父 子 家 庭 の 父 が 就 業 に 必 要

な 資 格 取 得 の た め 養 成 機 関 で 修 業 す る 場 合 に ， そ の 修 業 期 間 に お

け る 生 活 の 負 担 軽 減 を 図 る た め の 給 付 金 を 支 給 す る こ と に よ り ，

母 子 家 庭 及 び 父 子 家 庭 の 経 済 的 な 自 立 を 支 援 す る こ と を 目 的 と

す る 。  

（ 給 付 金 の 種 類 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に 定 め る 給 付 金 の 種 類 は ， 次 の と お り と す る 。  

⑴  高 等 職 業 訓 練 促 進 給 付 金（ 母 子 及 び 父 子 並 び に 寡 婦 福 祉 法（ 昭

和 ３ ９ 年 法 律 第 １ ２ ９ 号 。以 下「 法 」と い う 。）第 ３ １ 条 第 ２ 号

に 規 定 す る 母 子 家 庭 高 等 職 業 訓 練 促 進 給 付 金 及 び 法 第 ３ １ 条 の

１ ０ に お い て 準 用 す る 法 第 ３ １ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 父 子 家 庭 高

等 職 業 訓 練 促 進 給 付 金 を い う 。以 下「 訓 練 促 進 給 付 金 」と い う 。）  

⑵  高 等 職 業 訓 練 修 了 支 援 給 付 金 （ 法 第 ３ １ 条 第 ３ 号 に 規 定 す る

政 令 で 定 め る 母 子 家 庭 高 等 職 業 訓 練 修 了 支 援 給 付 金 及 び 父 子 家

庭 高 等 職 業 訓 練 修 了 支 援 給 付 金 を い う 。以 下「 修 了 支 援 給 付 金 」

と い う 。）  

（ 支 給 対 象 者 ）  

第 ３ 条  訓 練 促 進 給 付 金 の 対 象 者 は ， 母 子 家 庭 の 母 （ 法 第 ６ 条 第 １

項 に 規 定 す る 配 偶 者 の な い 女 子 で 現 に 児 童 （ ２ ０ 歳 に 満 た な い 者

を い う 。 以 下 同 じ 。） を 扶 養 し て い る も の を い う 。 以 下 同 じ 。） 及

び 父 子 家 庭 の 父 （ 法 第 ６ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 配 偶 者 の な い 男 子 で

現 に 児 童 を 扶 養 し て い る も の を い う 。 以 下 同 じ 。） で あ っ て ， 養

成 機 関 に お い て 修 業 を 開 始 し た 日（ 以 下「 修 業 開 始 日 」と い う 。）

以 後 に お い て ， 次 に 掲 げ る 要 件 を す べ て 満 た す も の と す る 。 た だ

し ， 第 ２ 号 に つ い て は ， 前 年 （ １ 月 か ら ７ 月 ま で の 間 に 申 請 す る

場 合 は 前 々 年 ） の 所 得 が 同 号 の 所 得 水 準 を 超 え た 場 合 で あ っ て も ，

前 々 年（ １ 月 か ら ７ 月 ま で の 間 に 申 請 す る 場 合 に は ，３ 年 前 の 年 ）



 

の 所 得 が 同 号 の 所 得 水 準 に あ る 時 は ， 要 件 を 満 た す も の と み な す 。

⑴  市 内 に 住 所 を 有 し て お り ， 現 に 居 住 し て い る こ と 。  

⑵  児 童 扶 養 手 当 の 支 給 を 受 け て い る 者 と 同 等 の 所 得 水 準 に あ る

こ と 。  

⑶  養 成 機 関 に お い て ６ 月 以 上 に わ た る カ リ キ ュ ラ ム を 受 講 し ，

対 象 資 格 の 取 得 が 見 込 ま れ る 者 で あ る こ と 。  

⑷  就 業 又 は 育 児 と 修 業 の 両 立 が 困 難 で あ る と 認 め ら れ る こ と 。 

⑸  過 去 に 訓 練 促 進 給 付 金 の 支 給 を 受 け た こ と が な い こ と （ 准 看

護 師 養 成 機 関 を 修 了 し た 後 ， 引 き 続 き ， 看 護 師 養 成 機 関 に お い

て 修 業 す る 者 が ， 当 該 准 看 護 養 成 機 関 に お け る 修 業 に つ い て 訓

練 促 進 給 付 金 の 支 給 を 受 け た 場 合 を 除 く 。）。  

２  修 了 支 援 給 付 金 の 対 象 者 は ， 次 に 掲 げ る 要 件 を す べ て 満 た す も

の と す る 。 た だ し ， 第 ２ 号 に つ い て は ， 前 年 （ １ 月 か ら ７ 月 ま で

の 間 に 申 請 す る 場 合 に は ， 前 々 年 ） の 所 得 が 同 号 の 所 得 水 準 を 超

え た 場 合 で あ っ て も ， 前 々 年 （ １ 月 か ら ７ 月 ま で の 間 に 申 請 す る

場 合 に は ， ３ 年 前 の 年 ） の 所 得 が 同 号 の 所 得 水 準 に あ る と き は ，

要 件 を 満 た す も の と み な す 。  

⑴  修 業 開 始 日 及 び 養 成 機 関 に お け る カ リ キ ュ ラ ム を 修 了 し た  

日（ 以 下「 修 了 日 」と い う 。）に お い て ，母 子 家 庭 の 母 又 は 父 子

家 庭 の 父 で あ る こ と 。  

 ⑵  修 業 開 始 日 及 び 修 了 日 に お い て ， 児 童 扶 養 手 当 の 支 給 を 受 け

て い る 者 と 同 等 の 所 得 水 準 に あ る こ と 。  

 ⑶  修 業 開 始 日 及 び 修 了 日 に お い て ， 就 業 又 は 育 児 と 修 業 の 両 立

が 困 難 で あ る と 認 め ら れ る こ と 。  

 ⑷  修 了 日 に お い て ， 市 内 に 住 所 を 有 し て お り ， 現 に 居 住 し て い

る こ と 。  

 ⑸  養 成 機 関 に お い て ６ 月 以 上 に わ た る カ リ キ ュ ラ ム を 修 了 し ，

対 象 資 格 の 取 得 が 見 込 ま れ る 者 で あ る こ と 。  

 ⑹  過 去 に 修 了 支 援 給 付 金 の 支 給 を 受 け た こ と が な い こ と 。  

（ 対 象 資 格 ）  



 

第 ４ 条  こ の 事 業 の 対 象 と な る 資 格 は ， 就 職 の 際 に 有 利 と な る も の

で あ っ て ， か つ ， 養 成 機 関 に お い て ６ 月 以 上 の カ リ キ ュ ラ ム を 修

業 す る こ と が 必 要 と さ れ て い る も の で あ っ て ， 次 に 掲 げ る も の と

す る 。  

⑴  看 護 師 （ 准 看 護 師 を 含 む 。）  

⑵  介 護 福 祉 士  

⑶  保 育 士  

⑷  理 学 療 法 士  

⑸  作 業 療 法 士  

⑹  歯 科 衛 生 士  

⑺  美 容 師  

⑻  社 会 福 祉 士  

⑼  製 菓 衛 生 師  

⑽  調 理 師  

⑾  シ ス コ シ ス テ ム ズ 認 定 資 格  

⑿  Ｌ Ｐ Ｉ 認 定 資 格  

⒀  前 各 号 に 定 め る も の の ほ か ， 市 長 が 特 に 認 め る も の  

（ 支 給 額 等 ）  

第 ５ 条  訓 練 促 進 給 付 金 の 支 給 額 は ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 対 象 者 の 区

分 に 応 じ ， 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

⑴  訓 練 促 進 給 付 金 の 対 象 者 及 び 当 該 対 象 者 と 同 一 の 世 帯 に 属 す

る 者 が 訓 練 促 進 給 付 金 の 支 給 の 請 求 を す る 月 の 属 す る 年 度 （ ４

月 か ら ７ 月 ま で に 支 給 の 請 求 を す る 場 合 に あ っ て は ， 前 年 度 ）

分 の 地 方 税 法 (昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ２ ６ 号 ）の 規 定 に よ る 市 町 村

民 税 （ 同 法 の 規 定 に よ る 特 別 区 民 税 を 含 む も の と し ， 同 法 第 ３

２ ８ 条 の 規 定 に よ っ て 課 す る 所 得 割 を 除 く 。 次 項 第 １ 号 に お い

て 同 じ 。） が 課 さ れ な い 者 （ 市 町 村 （ 特 別 区 を 含 む 。） の 条 例 で

定 め る と こ ろ に よ り 当 該 市 町 村 民 税 を 免 除 さ れ た 者 及 び 法 第 ３

１ 条 に 規 定 す る 母 子 家 庭 自 立 支 援 給 付 金 に 係 る 所 得 が な い も の

と し た 場 合 に 当 該 市 町 村 民 税 が 課 さ れ な い こ と と な る 者 を 含 む 。



 

次 項 第 １ 号 に お い て 同 じ 。） 月 額 １ ０ 万 円（ 養 成 機 関 に お け る

課 程 の 修 了 ま で の 期 間 の 最 後 の １ ２ 月 （ そ の 期 間 が １ ２ 月 未 満

で あ る と き は ，当 該 期 間 。次 号 に お い て 同 じ 。）に つ い て は ，月

額 １ ４ 万 円 ）  

⑵  前 号 に 掲 げ る 者 以 外 の 者   月 額 ７ 万 ５ ０ ０ 円 （ 養 成 機 関 に  

お け る 課 程 の 修 了 ま で の 期 間 の 最 後 の １ ２ 月 に つ い て は ， 月 額

１ １ 万 ５ ０ ０ 円 ）  

２  修 了 支 援 給 付 金 の 支 給 額 は ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 対 象 者 の 区 分 に

応 じ ， 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

⑴  修 了 支 援 給 付 金 の 対 象 者 及 び 当 該 対 象 者 と 同 一 の 世 帯 に 属

す る 者 が 修 了 日 の 属 す る 年 度（ 修 了 日 の 属 す る 月 が ４ 月 か ら ７

月 ま で の 場 合 に あ っ て は ，前 年 度 ）分 の 地 方 税 法 の 規 定 に よ る

市 町 村 民 税 が 課 さ れ な い 者  ５ 万 円  

⑵  前 号 に 掲 げ る 者 以 外 の 者  ２ 万 ５ ， ０ ０ ０ 円  

（ 事 前 相 談 の 実 施 ）  

第 ６ 条  市 は ， 養 成 機 関 に お い て ６ 月 以 上 の カ リ キ ュ ラ ム を 修 業 す

る こ と を 予 定 す る 母 子 家 庭 の 母 又 は 父 子 家 庭 の 父 を 対 象 と し て ，

受 給 相 談 を 実 施 し ， 受 給 希 望 者 の 事 前 把 握 に 努 め る も の と す る 。 

２  前 項 の 事 前 相 談 に お い て は ， 市 は 当 該 母 子 家 庭 の 母 又 は 父 子 家

庭 の 父 の 資 格 取 得 へ の 意 欲 や 能 力 ， 当 該 資 格 の 取 得 見 込 み 等 を 的

確 に 把 握 し な け れ ば な ら な い 。  

３  第 １ 項 の 受 給 相 談 を 行 う 際 に は ， 併 せ て ， 兵 庫 県 社 会 福 祉 協 議

会 が 実 施 す る 「 ひ と り 親 家 庭 高 等 職 業 訓 練 促 進 資 金 貸 付 事 業 」 の

入 学 準 備 金 及 び 就 職 準 備 金 に つ い て 紹 介 す る も の と す る 。  

（ 支 給 申 請 等 ）  

第 ７ 条  訓 練 促 進 給 付 金 又 は 修 了 支 援 給 付 金 の 支 給 を 受 け よ う と

す る 者 は ， 給 付 金 の 種 類 に 応 じ ， 次 に 掲 げ る 日 以 後 に ， 伊 丹 市 高

等 職 業 訓 練 促 進 給 付 金 等 支 給 申 請 書（ 様 式 第 １ 号 。以 下「 申 請 書 」

と い う 。） を 市 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

⑴  訓 練 促 進 給 付 金  修 業 開 始 日  



 

⑵  修 了 支 援 給 付 金  修 了 日  

２  訓 練 促 進 給 付 金 の 支 給 を 申 請 す る と き は ， 申 請 書 に 次 の 書 類 を

添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

⑴  次 に 掲 げ る い ず れ か の 書 類  

ア  当 該 対 象 者 に 係 る 児 童 扶 養 手 当 証 書 の 写 し  

イ  当 該 対 象 者 の 前 年 （ １ 月 か ら ７ 月 ま で の 間 に 申 請 す る 場 合 に

は ，前 々 年 ）の 所 得 の 額 並 び に 加 算 対 象 扶 養 親 族（ 所 得 税 法（ 昭

和 ４ ０ 年 法 律 第 ３ ３ 号 ） に 規 定 す る 扶 養 親 族 の う ち 控 除 対 象 扶

養 親 族 に 該 当 し な い ３ ０ 歳 以 上 ７ ０ 歳 未 満 の 扶 養 親 族 以 外 の も

の を い う 。）及 び 生 計 維 持 児 童（ 受 給 希 望 者 の 扶 養 親 族 で な い 児

童 で 受 給 希 望 者 が 生 計 を 維 持 し て い る も の を い う 。）の 有 無 及 び

数 ， 老 人 扶 養 親 族 及 び 特 定 扶 養 親 族 の 有 無 及 び 数 に つ い て の 市

町 村 長（ 特 別 区 長 を 含 む 。以 下 同 じ 。）の 証 明 書（ 同 法 に 規 定 す

る 控 除 対 象 扶 養 親 族（ １ ９ 歳 未 満 の 者 に 限 る 。）が あ る 者 に あ っ

て は ， １ ６ 歳 以 上 １ ９ 歳 未 満 の 控 除 対 象 扶 養 親 族 に 関 す る 申 立

書 （ 様 式 第 ２ 号 ） 及 び 当 該 控 除 対 象 扶 養 親 族 の 前 年 の 所 得 の 額

に つ い て の 市 町 村 長 の 証 明 書 を 含 む 。）  

ウ  当 該 対 象 者 の 前 々 年 （ １ 月 か ら ７ 月 ま で の 間 に 申 請 す る 場 合

に は ， ３ 年 前 の 年 ） の 所 得 の 額 並 び に 加 算 対 象 扶 養 親 族 及 び 生

計 維 持 児 童 の 有 無 及 び 数 ， 老 人 扶 養 親 族 及 び 特 定 扶 養 親 族 の 有

無 及 び 数 に つ い て の 市 町 村 長 の 証 明 書 （ 同 法 に 規 定 す る 控 除 対

象 扶 養 親 族（ １ ９ 歳 未 満 の 者 に 限 る 。）が あ る 者 に あ っ て は ，１

６ 歳 以 上 １ ９ 歳 未 満 の 控 除 対 象 扶 養 親 族 に 関 す る 申 立 書 及 び 当

該 控 除 対 象 扶 養 親 族 の 前 々 年 の 所 得 の 額 に つ い て の 市 町 村 長 の

証 明 書 を 含 む 。）  

⑵  当 該 対 象 者 及 び そ の 扶 養 し て い る 児 童 の 戸 籍 謄 本 又 は 抄 本 及  

び そ の 世 帯 全 員 の 住 民 票 の 写 し  

⑶  当 該 対 象 者 及 び 同 一 の 世 帯 に 属 す る 者 の 当 該 年 度 （ ４ 月 か ら  

７ 月 ま で に 申 請 す る 場 合 は 前 年 度 ） の 所 得 証 明 書  

⑷  修 業 し て い る 養 成 機 関 の 長 が 在 籍 を 証 明 す る 書 類  



 

３  修 了 支 援 給 付 金 の 支 給 を 申 請 す る と き は ， 申 請 書 に 次 の 書 類 を

添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

⑴  前 項 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で に 定 め る 書 類  

⑵  修 業 し て い た 養 成 機 関 の 長 が 修 了 を 認 定 す る 修 了 証 明 書  

４  前 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 申 請 書 に 添 付 す べ き 書 類 に つ い て は ， そ

の 内 容 を 公 簿 等 に よ っ て 確 認 す る こ と が で き る 場 合 は ， 添 付 を 省

略 す る こ と が で き る 。  

５  修 了 支 援 給 付 金 の 申 請 は ， 修 了 日 か ら 起 算 し て ３ ０ 日 以 内 に し

な け れ ば な ら な い 。 た だ し ， や む を 得 な い 理 由 が あ る と 市 長 が 認

め る と き は ， こ の 限 り で な い 。  

（ 支 給 決 定 等 ）  

第 ８ 条  市 長 は ， 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は ， そ

の 内 容 を 審 査 し て 支 給 の 可 否 を 決 定 し ， 伊 丹 市 高 等 職 業 訓 練 促 進

給 付 金 支 給 （ 変 更 ） 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） 及 び 伊 丹 市 高 等 職

業 訓 練 修 了 支 援 給 付 金 支 給 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に よ り ， 申

請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 通 知 を 受 け た 者 は ， 訓 練 促 進 給 付 金 に あ っ て は ， 当 該 申

請 を し た 日 の 属 す る 月 以 降 の 各 月 に お い て ， 伊 丹 市 高 等 職 業 訓 練

促 進 給 付 金 請 求 書（ 様 式 第 ５ 号 ）に 出 席 状 況 確 認 書（ 様 式 第 ６ 号 ）

そ の 他 必 要 な 書 類 を 添 付 の 上 ， 市 長 に 提 出 す る も の と し ， 修 了 支

援 給 付 金 に あ っ て は ， 修 了 日 以 降 に 伊 丹 市 高 等 職 業 訓 練 修 了 支 援

給 付 金 請 求 書 （ 様 式 第 ７ 号 ） に 卒 業 証 明 書 そ の 他 必 要 な 書 類 を 添

付 の 上 ， 市 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

３  市 長 は ， 前 項 の 請 求 が あ っ た と き は ， 速 や か に 当 該 給 付 金 を 支

給 す る も の と す る 。  

（ 支 給 額 の 変 更 ）  

第 ９ 条  訓 練 促 進 給 付 金 の 支 給 を 受 け る 者（ 以 下「 受 給 者 」と い う 。）

は ， 当 該 受 給 者 又 は 当 該 受 給 者 と 同 一 の 世 帯 に 属 す る 者 に 係 る 市

町 村 民 税 の 課 税 の 状 況 が 変 わ っ た と き は ， １ ４ 日 以 内 に 市 長 に 届

け 出 な け れ ば な ら な い 。  



 

２  前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 給 付 金 の 支 給 を 決 定 し た 申 請 者 の 世

帯 に つ い て ， 市 町 村 民 税 の 課 税 状 況 の 変 更 の 理 由 に よ り ， 給 付 金

の 支 給 額 を 変 更 し た と き は ， 伊 丹 市 高 等 職 業 訓 練 促 進 給 付 金 支 給

（ 変 更 ） 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） に よ り ， 当 該 支 給 対 象 者 に 通

知 す る も の と す る 。  

 （ 支 給 期 間 等 ）  

第 １ ０ 条  訓 練 促 進 給 付 金 の 支 給 期 間 は ， 次 の と お り と す る 。 た だ

し ， や む を 得 な い 理 由 が あ る と 市 長 が 認 め た と き は ， こ の 限 り で

な い 。  

⑴  第 ３ 条 に 規 定 す る 支 給 対 象 者 が 第 ４ 条 の 対 象 資 格 を 取 得 す る

た め に 修 業 す る 期 間 に 相 当 す る 期 間 （ そ の 期 間 が ４ ８ 月 を 超 え

る と き は ， ４ ８ 月 ） を 超 え な い 期 間  

⑵  訓 練 促 進 給 付 金 の 支 給 を 受 け ， 准 看 護 師 養 成 機 関 を 修 了 す る

者 が ， 引 き 続 き ， 看 護 師 の 資 格 を 取 得 す る た め に ， 養 成 機 関 で

修 業 す る 場 合 に は ， 通 算 ４ ８ 月 を 超 え な い 期 間  

２  訓 練 促 進 給 付 金 の 支 給 を 受 け ， 准 看 護 師 養 成 機 関 等 を 修 了 す る

者 が ， 看 護 師 等 の 資 格 を 取 得 す る た め に ， 引 き 続 き 養 成 機 関 で 修

業 を す る 場 合 に お い て は ， 原 則 と し て ， 看 護 師 養 成 機 関 等 の 修 了

日 を 経 過 し た 日 以 降 に 修 了 支 援 給 付 金 を 支 給 す る も の と す る 。  

（ 修 業 期 間 中 の 受 給 者 の 状 況 の 確 認 等 ）  

第 １ １ 条  市 長 は ， 受 給 者 に 対 し ， 必 要 に 応 じ て 在 籍 証 明 書 の 提 出

又 は 出 席 状 況 の 報 告 を 求 め る ほ か ， 修 得 単 位 証 明 書 の 提 出 を 求 め

る こ と が で き る 。  

（ 受 給 資 格 喪 失 等 の 届 出 ）  

第 １ ２ 条  受 給 者 は ， 第 ３ 条 に 規 定 す る 支 給 対 象 者 と し て の 要 件 に

該 当 し な く な っ た と き は ， 伊 丹 市 高 等 職 業 訓 練 促 進 給 付 金 受 給 資

格 喪 失 届 （ 様 式 第 ８ 号 。 以 下 「 資 格 喪 失 届 」 と い う 。） を そ の 事

由 が 発 生 し て か ら １ ４ 日 以 内 に ， 市 長 に 届 出 し な け れ ば な ら な い 。 

（ 支 給 決 定 の 取 消 ）  

第 １ ３ 条  市 長 は ， 前 条 の 規 定 に よ り 資 格 喪 失 届 を 受 理 し た と き は ，



 

そ の 支 給 決 定 を 取 り 消 し ， 伊 丹 市 高 等 職 業 訓 練 促 進 給 付 金 取 消 決

定 通 知 書 （ 様 式 第 ９ 号 ） に よ り ， 受 給 者 に 通 知 す る も の と す る 。 

（ 給 付 金 の 返 還 ）  

第 １ ４ 条  市 長 は ， 訓 練 促 進 給 付 金 又 は 修 了 支 援 給 付 金 の 支 給 を 受

け た 者 が 偽 り そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り ， 訓 練 促 進 給 付 金 及 び 修 了

支 援 給 付 金 の 支 給 を 受 け た と き ， 又 は 支 給 要 件 に 該 当 し な く な っ

た と き は ， 支 給 額 に 相 当 す る 金 額 の 全 部 又 は 一 部 を 当 該 支 給 を 受

け た 者 か ら 返 還 さ せ る こ と が で き る も の と す る 。  

（ 細 則 ）  

第 １ ５ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か ， 必 要 な 事 項 は ， 市 長 が 別

に 定 め る 。  

付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 ３ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ６ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で に 修 業 を 開 始 し

た 支 給 対 象 者 に 支 給 す る 訓 練 促 進 給 付 金 等 に 関 す る 特 例 ）  

２  令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ６ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で に 養 成 機 関 に

お い て 修 業 を 開 始 し た 支 給 対 象 者 に 対 し て 訓 練 促 進 給 付 金 を 支

給 す る 場 合 に お け る 第 ３ 条 第 １ 項 ， 第 ４ 条 ， 第 ５ 条 第 １ 項 及 び 第

６ 条 第 １ 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は ， 第 ３ 条 第 １ 項 第 ３ 号 中 「 １

年 」 と あ る の は 「 ６ 月 」 と ， 第 ４ 条 中 「 法 令 の 定 め に よ り 」 と あ

る の は「 就 職 の 際 に 有 利 と な る も の で あ っ て ，か つ ，」と「 １ 年 」

と あ る の は 「 ６ 月 」 と ， 第 ５ 条 第 １ 項 第 １ 号 中 「 最 後 の １ ２ 月 」

と あ る の は「 最 後 の １ ２ 月（ そ の 期 間 が １ ２ 月 未 満 で あ る と き は ，

当 該 期 間 。 次 号 に お い て 同 じ 。）」 と ， 第 ６ 条 第 １ 項 中 「 １ 年 」 と

あ る の は 「 ６ 月 」 と す る 。  

３  前 項 に 規 定 す る 支 給 対 象 者 に 対 し て 修 了 支 援 給 付 金 を 支 給 す

る 場 合 に お け る 第 ３ 条 第 ２ 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は ， 同 項 第 ５

号 中 「 １ 年 」 と あ る の は ，「 ６ 月 」 と す る 。  

付  則  



 

こ の 要 綱 は ， 令 和 元 年 ７ 月 １ ６ 日 か ら 施 行 し ， 改 正 後 の 伊 丹 市 高

等 職 業 訓 練 促 進 給 付 金 等 事 業 実 施 要 綱 第 ５ 条 及 び 第 １ ０ 条 の 規 定

は ， 令 和 元 年 ５ 月 に 支 給 す る 高 等 職 業 訓 練 促 進 給 付 金 か ら 適 用 す る 。 

  付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 令 和 ３ 年 ５ 月 ２ ８ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 伊 丹 市 高 等 職 業 訓 練 促 進 給 付 金 等 事

業 実 施 要 綱 （ 次 項 に お い て 「 改 正 後 要 綱 」 と い う 。） 第 ５ 条 第 １

項 及 び 第 ７ 条 第 ２ 項 の 規 定 は ， 令 和 ３ 年 ８ 月 以 後 の 月 分 の 高 等 職

業 訓 練 促 進 給 付 金 の 支 給 に つ い て 適 用 し ， 同 年 ７ 月 以 前 の 月 分 の

当 該 高 等 職 業 訓 練 促 進 給 付 金 の 支 給 に つ い て は ， な お 従 前 の 例 に

よ る 。  

３  改 正 後 要 綱 第 ７ 条 第 ３ 項 の 規 定 は ， 令 和 ３ 年 ８ 月 以 後 の 月 分 の

高 等 職 業 訓 練 修 了 支 援 給 付 金 の 支 給 に つ い て 適 用 し ,同 年 ７ 月 以

前 の 月 分 の 当 該 高 等 職 業 訓 練 修 了 支 援 給 付 金 の 支 給 に つ い て は ，

な お 従 前 の 例 に よ る 。  

   付  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

 こ の 要 綱 は ， 令 和 ４ 年 ５ 月 １ １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   付  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

 こ の 要 綱 は ， 令 和 ５ 年 ５ 月 ９ 日 か ら 施 行 す る 。  

   付  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 令 和 ５ 年 ９ 月 ２ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 ， こ の 要 綱 に よ る 改 正 前 の 様 式 （ 以 下 「 旧

様 式 」 と  い う 。） に よ り 使 用 さ れ て い る 書 類 は ， こ の 要 綱 に よ る

改 正  後 の 様 式 に よ る も の と み な す 。  



 

３  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 ， 現 に あ る 旧 様 式 に よ る 用 紙 に つ い て は ，

当 分 の 間 ， こ れ を 使 用 す る こ と が で き る 。  

付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 令 和 ５ 年 １ ０ 月 ２ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 ， こ の 要 綱 に よ る 改 正 前 の 様 式 （ 以 下 「 旧  

様 式 」 と い う 。） に よ り 使 用 さ れ て い る 書 類 は ， こ の 要 綱 に よ る  

改 正 後 の 様 式 に よ る も の と み な す 。  

３  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 ， 現 に あ る 旧 様 式 に よ る 用 紙 に つ い て は ， 

当 分 の 間 ， こ れ を 使 用 す る こ と が で き る 。  

付  則  

 こ の 要 綱 は ， 令 和 ６ 年 ６ 月 １ ３ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

 こ の 要 綱 は ， 令 和 ６ 年 １ １ 月 ２ ５ 日 か ら 施 行 す る 。  

 



様式第１号 

 　     　　　年　　　月　　　日

伊丹市長　様
申請者氏名

（※）本人が自署しない場合は、
　　　 記名押印してください。

高等職業訓練促進給付金 ・ 高等職業訓練修了支援給付金 の支給を受けたいので下記により申請します。
※　いずれかに○をつけること。

フリガナ

　（〒　　　　　－　　　　　　　　） 　電話　（　　　　　　　　）

　　　　　　　　－

④

養成機関名

　電話　（　　　　　　　　）

　　　　　　　－

修業期間

金融機関名 普通　・　当座　・　その他

支店名 支店　　　 口座番号

口座名義（フリガナ）

　　　　　上記申請者は、児童扶養手当を受給していることを証明します。
　　　　　　年　　　月　　　日

（備考）

（注意）

1

　　年　　　　月　　　　日

（　　　　　歳）
個人番号

伊丹市高等職業訓練促進給付金等支給申請書

②

　　　　　　年　　　　月　　　　日　　　　～　　　　　　年　　　　月　　　　日

口座の種類

住　　　　所

本給付金と同時
に利用する給付
金・貸付金につ
いて

③

①
氏　　　　名
（個人番号）

　修業証明書等を添付する場合は、「⑤養成機関及び修業内容について」欄を記載する必要は
ありません。

　「⑦児童扶養手当の受給の証明」欄は、市の児童扶養手当支給担当者が確認の上、証明しま
す。その場合、児童扶養手当証書を添付する必要はありません。

養成機
関及び修
業内容に
ついて

希望する
支払い
金融機
関

⑤

⑥

生年月日

過去に（高等職業訓練促進給付金 ・ 高等職業訓練修了支援給付金）を受けたことが（ある ・ ない）

住　　所

　「④本給付金と同時に利用する給付金・貸付金」欄は、本給付金と同時に利用する給付金・貸
付金がある場合には、必ず記載してください。

⑦ 児童扶
養手当
の受給の
証明

過去の受給の有無

修業に係る資格

（担当者氏名）



⑧申請者と同一の世帯に属する者の氏名等について

フリガナ

（〒　　　-　　　　　）

フリガナ

個人番号

（〒　　　-　　　　　）

フリガナ

（〒　　　-　　　　　）

フリガナ

（〒　　　-　　　　　）

フリガナ

（〒　　　-　　　　　）

（備考）

生年月日

続柄

年　　　　月　　　　日
（　　　　歳）

年　　　　月　　　　日
（　　　　歳）

年　　　　月　　　　日
（　　　　歳）

年　　　　月　　　　日
（　　　　歳）

年　　　　月　　　　日
（　　　　歳）

申請者の地方税上の扶養親族に　該当・非該当

生年月日

申請者の地方税上の扶養親族に　該当・非該当

申請者の地方税上の扶養親族に　該当・非該当

生年月日

続柄
個人番号

申請者の地方税上の扶養親族に　該当・非該当

申請者の地方税上の扶養親族に　該当・非該当

生年月日

続柄
個人番号

個人番号

５氏名
（個人番号）

住所

３氏名
（個人番号）

住所

４氏名
（個人番号）

住所

１氏名
（個人番号）

住所

個人番号

２氏名
（個人番号）

住所

続柄

生年月日

続柄



様式第２号

　伊丹市長　　　　　　　様

住所

氏名

　私の所得税法上の扶養親族のうち、前年（請求日が１月から７月までの間にある場合は、前々年）の１２月３１日

において年齢が１６歳以上１９歳未満であった者について、以下のとおり申し立てます。

フリガナ

氏名

個人番号

フリガナ

氏名

個人番号

フリガナ

氏名

個人番号

フリガナ

氏名

個人番号

【添付書類】

・１６歳以上１９歳未満の控除対象扶養親族の所得証明書

【注意事項】

・この申立書は高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金の支給を受けようとする者に、前年（申請

　日が１月から７月までの間にある場合は、前々年）の１２月３１日（年の途中で死亡した場合には、その死亡の日）

　において年齢が１６歳以上１９歳未満の所得税法上の扶養親族がいる場合に、その扶養親族の氏名や、当該給付金

　の支給を受けようとする者との続柄等をご記入いただくものです。

・所得税法上の扶養親族とは、前年（申請日が１月から７月までの間にある場合は、前々年）の１２月３１日（年の

　途中で死亡した場合には、その死亡した日）において、次のいずれにも該当する方です。

　①　配偶者以外の親族（６親等内の血族及び３親等内の姻族をいいます。）又は都道府県知事から養育を委託され

　　　た児童（いわゆる里子）や市町村長から養護を委託された老人である

　②　あなたと生計を一にしている

　③　前年（申請日が１月から７月までの間にある場合は、前々年）の所得税法上の合計所得金額が４８万円以下

　④　青色申告書の事業専従者として給与の支払いを受けていない又は白色申告書の事業専従者でない

住所（別居の場合）

　　　　　　　　年　　　月　　　日

住所（別居の場合）

　　　年　　　月　　　日

１６歳以上１９歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

□１６歳以上１９歳未満の控除対象扶養親族

1
続柄 生年月日 　　　　　　　　年　　　月　　　日

生年月日

住所（別居の場合）

2
続柄 生年月日

　　　　　　　　年　　　月　　　日

4
続柄 生年月日 　　　　　　　　年　　　月　　　日

住所（別居の場合）

3
続柄



様式第３号 

第　　　　 　号

年　　月　　日

様

伊丹市長　　　　　            　　　　　　　　

　　　　　 決定したので通知します。

① 支給金額

②
支給金額の
決定理由

③ 養成機関名

④ 住　　所

⑤ 修業期間

⑥ 修業に係る資格

⑦ 備考

記

伊丹市高等職業訓練促進給付金支給（変更）決定通知書

さきに申請のあった高等職業訓練促進給付金は、下記のとおり支給することに



様式第４号

　　第　　　 　　号

年　　月　　日

様

伊丹市長　　　　　　          　　　　　　　　

　　　　　決定したので通知します。

① 支給金額

②
支給金額の
決定理由

③ 養成機関名

④ 住　　所

⑤ 修業期間

⑥ 修業に係る資格

⑦ 備考

記

伊丹市高等職業訓練修了支援給付金支給決定通知書

　　　　　さきに申請のあった高等職業訓練修了支援給付金は、下記のとおり支給することに



様式第５号

　　　ただし、高等職業訓練促進給付金として、上記金額を請求します。

　　　　　　年　　　月　　　日

　　　伊丹市長　　　　　　　　　　　　様　　　　

　　　　　　　　住　　所

　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

伊丹市高等職業訓練促進給付金請求書(  　　月分)

金　                               円也



様式第６号

　　　　　 氏名

　　　　　生年月日　　　　　　　年　　 　月　  　　日

　　　　

　　　　　

年 　月　　　日

　養成機関名

　　印

出　席　状　況　確　認　書

上記の者は、　　　　　年　　　月の授業日数　　　日

　　　　　 のうち、　　　日出席したことを報告します。



様式第７号

　　　ただし、高等職業訓練修了支援給付金として、上記金額を請求します。

　　　　　　年　　　月　　　日

　　　伊丹市長　　　　　　　　　　　　様　　　　

　　　　　　　　住　　所

　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

伊丹市高等職業訓練修了支援給付金請求書

金   　　　　　　　　　　円也



様式第８号

記

【受給資格喪失日】

年 月 日

【受給資格喪失理由】

理由：

年 月 日

伊丹市長　様

住所：

氏名：

(※)本人が自署しない場合は、記名押印してください。

高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届出書

　私、　　　　　　　　　　　　　は下記のとおり高等職業訓練促進給付金の受給資格を喪失し

ましたので、高等職業訓練給付金の受給を辞退いたします。



様式第９号

第 　　　　　号

年　　月　　日

様

伊丹市長　　　　　　　　　　　　　　　　印　　　　

　は、下記のとおり支給を終了することを決定しましたので通知します。

① 支給金額

②
支給金額の
決定理由

③ 養成機関名

④ 所在地

⑤ 修業期間

⑥ 修業に係る資格

⑦ 備考

伊丹市高等職業訓練促進給付金取消決定通知書

　　　　年　　月　　日付　　　　　第　　　号に基づき支給していました高等職業訓練促進給付金

記


